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国自技第299号の２

平成21年３月30日

社団法人　全日本トラック協会会長　殿

自動車交通局技術安全部

技　術　企　画　課　長

　平成21年度自動車事故対策費補助金のうち、大型車の衝突被害軽減ブレーキの導入事業に係る

補助金の執行ついては、「自動車事故対策費補助金交付要綱」（昭和55年９月12日付け自保第151

号）、「自動車事故対策費補助金交付要綱実施要領」（平成10年６月17日付け自保第128号の２）、

「自動車事故対策費補助（自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業の部）に関する運用方

針」（平成10年６月17日付け自保第128号の３）に基づくもののほか、以下のとおり取り扱うも

のとするので、貴協会の会員に対し十分説明する等して、事業内容等につき会員の理解を得られ

るよう努められたい。

　なお、以下の取り扱いについては、今後、申請受付期間中の申請状況において予算枠に達した

場合には、その日をもって受付を締め切ることとする。また、その旨については、翌日公表する

ものとする。

◎通常申請（要綱第４条）の受付期間及び申請対象車両

　⑴　申請受付期間　平成21年４月１日～平成22年１月31日

　⑵　申請対象車両　申請日から契約・登録まで一ヶ月以上の期間があり、かつ、平成22年３月

　　　　　　　　　　31日までに登録されるもの

＊　なお、申請受付期間の申請状況等により、上記以外に、申請受付期間及び申請対象車両の変

　更、追加的な申請受付期間の設定、申請枠の設定等を行う場合がある。

＊　以上の各期間中、土日・祝日は除くものとする。

行政からのお知らせ行政からのお知らせ

国土交通

平成21年度自動車事故対策費補助金（大型車の衝突被害軽減ブレーキ）
に係る交付申請の受付期間等について
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平成21年３月

技 術 企 画 課

環　  境　  課

１．改正の概要
（１）職権打刻関係（第２章及び第６章関係）

　道路運送車両法第32条に規定される職権打刻について、これまでの刻印を車台等に打ち

付ける方法に替わる新たな打刻手法の実用性について検討を行った結果、あらかじめ打刻

が施された金属プレート及び封印を車台等へ標示する方式は、職権打刻として妥当なもの

であることから、これを導入することとした。

（２）原動機の型式欄の記載（３－４－６）

　電気式ハイブリッド自動車等複数の原動機により駆動する自動車の原動機の型式欄の記

載を規定することとした。

（３）自動車検査証備考欄の記載（３－４－19）

①　バイオディーゼル100％燃料を併用する場合には、その原料にかかわらず、車両使用

　上の注意喚起が必要であることから記載内容を修正した。

②　ガソリン、ＬＰＧ、ＣＮＧ又は軽油を燃料とする自動車であって、原動機として内燃

　機関及び電動機を備え、かつ、当該自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し

　て電動機駆動用蓄電装置に充電する機能及び蓄電装置を充電するための外部充電装置を

　備えた自動車にあっては、その旨を備考欄に記載することとした。

③　改正揮発油品確法に基づく試験研究計画のための特例措置を受けた場合、混合率５％

　を超える高濃度バイオディーゼル燃料を販売または消費することが可能となった。この

　ことから、当該車両が特例措置による高濃度バイオディーゼル燃料を併用していること

　を明確にできるよう備考欄に記載することとした。

④　圧縮水素又は液体水素を燃料とし、燃料電池スタック及び電動機を備えた自動車にあ

　っては、その旨を備考欄に記載することとした。

⑤　重度の傷病者でその居宅において療養しているものについて、いつでも必要な往診を

　することができる体制を確保している医療機関が、当該傷病者について必要な緊急の往

　診を行う医師を、当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車にあっては、

　その旨を備考欄に記載することとした。

（４）限定検査証（その２）（３－８関係）

　窓口業務の簡素化を目的として、限定検査証（その２）を電子情報処理組織（Motas）

を用いて出力することとしたことにともなう改正。

２．施行日
平成21年４月１日

（ただし、１．（１）については、平成21年７月１日）

自動車検査業務等実施要領の一部改正について
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つづけていこうよ、明日のために…

エコドライブ推進中！
（社）兵庫県トラック協会

OFFOFFOFFOFF

平成21年４月８日

各　　位

経済産業省資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

省  エ  ネ  ル  ギ  ー  対  策  課

　本年４月下旬から６月にかけて全国９カ所において事業者団体等の会員企業向けの説明会の開

催を予定しております。

　つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、別添の説明会のご案内について会員企業の方

に周知いただけますようお願い申し上げます。

　度重なるお願いによりご面倒をおかけして誠に恐縮ですが、改正省エネ法の重要性について何

卒ご理解を賜り、ご協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

改正省エネ法に関する企業向け説明会のご案内
～ 省エネ法が変わります。平成21年4月から準備が必要です。～

経済産業
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別　添

改正省エネ法に関する企業向け説明会について

１．開催日時・場所

２．対象者

　企業全体で１年間のエネルギー使用量が1,500kl（原油換算値）以上が見込まれる事業者の方（詳

細は「６．改正省エネ法の概要」参照）

３．説明会の主な内容

（１）現行省エネ法の概要

（２）改正省エネ法のポイント

　　①事業所単位から事業者（企業）単位への規制体系の変更

　　②フランチャイズチェーンの扱い

　　③エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者の選任

　　④今後の手続スケジュール

　　⑤平成21年度に実施すべきこと

　　など

４．申し込み方法

　下記の資源エネルギー庁ホームページ（平成20年度省エネ法改正の概要）をご覧下さい。

　赤字にて記載してある「各経済産業局において改正省エネ法説明会実施中！詳細は以下をご参

照下さい。」をご覧頂き、各経済産業局ごとの申し込み方法に従い、お申込み願います。

○資源エネルギー庁ホームページアドレス
　http://www.enecho.meti.go. jp/topics/080801/080801.htm

５．問い合わせ先

近畿経済産業局エネルギー対策課

〒540-8535　大阪市中央区大手前１－５－44

電話　06－6966－6043　FAX　06－6966－6089

地　域

近　畿

日　　時

５月１日（金）

５月８日（金）

５月15日（金）

５月22日（金）

時　　間

10：00～　　　

10：00～　　　

10：00～　　　
14：00～　　　
10：00～　　　
14：00～　　　

定　員

150名

150名

150名
150名
150名
150名

場　　　　　所

近畿経済産業局第１別館大会議室
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　近年、仕事のストレス（業務による心理的負荷）が原因でうつ病などの精神障害になったとし

て労災請求されるケースが増えています。

　厚生労働省では、精神障害の労災請求事案の業務上外を判断するため、「心理的負荷による精

神障害等に係る業務上外の判断指針」（以下「判断指針」といいます。判断指針の全体は厚生労

働省ホームページをご覧ください。）を策定しています。

　以下、この判断指針の概要をご説明するとともに、心理的負荷による精神障害の労災認定事例

をご紹介いたします。

　このリーフレットをご覧いただき、業務による心理的負荷が原因となって発病したと考えられ

る方は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までご相談ください。

　また、ご担当の医師の方も、業務による心理的負荷が原因となって発病したと考えられる患者

さんに対して、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署への相談を勧めてくださいますよう

お願いします。

労働者が発病する精神障害は、以下の要因が複雑に関連しています。

①　事故や災害の体験、仕事の失敗、過重な責任の発生等の業務による心理的負荷

②　私生活での出来事等の業務以外の心理的負荷

③　精神障害の既往歴等の個体側要因

そこで、次の３つの要件のいずれをも満たす精神障害を業務上として認定しています。

　　厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

精神障害等の労災補償について

厚生労働

労災補償関係のリーフレットは以下の厚生労働省ホームページでも入手できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html

判断指針の概要
(精神障害の業務上外の判断)

（１）　国際疾病分類であるICD－10の第Ｖ章「精神及び行動の障害」に分類される

　　精神障害（例えば、うつ病等「気分（感情）障害」、重度ストレス反応等「神経

　　症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」）を発病していること

（２）　当該精神障害の発病前おおむね６か月の間に、客観的に当該精神障害を発

　　病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること

（３）　業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは

　　認められないこと
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　原則として次の①又は②のいずれかに当たる場合に、精神障害を発病させるおそ

れのある業務による強い心理的負荷があったと判断されます。

判断指針の概要
(業務による心理的負荷の評価)

出来事の心理的負荷の強度

出来事の心理的負荷の強度は「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」の三段階で評価しています。
心理的負荷の強度が「Ⅰ」とは、
日常的に経験する心理的負荷で一般的に問題とならない程度の心理的負荷
例：自分の昇進・昇格があった
　　上司が変わった

心理的負荷の強度が「Ⅲ」とは、
人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷
例：大きな病気やケガをした
　　退職強要された

心理的負荷の強度が「Ⅱ」とは、
上記「Ⅰ」、「Ⅲ」の中間に位置する心理的負荷
例：新規事業の担当となった
　　ノルマが達成できなかった

※その他どのような出来事がいずれの心理的負荷の強度になるかに
　ついて等詳細は判断指針の該当箇所をご覧ください。

○

○

○

出来事に伴う変化等の心理的負荷

「相当程度過重」とは、
　同種の労働者と比較して業務内容が困難で、業務量も過大である等が認めら
れる状態
「特に過重」とは、
　同種の労働者と比較して業務内容が困難で、恒常的な長時間労働が認められ、
かつ、過大な責任の発生、支援・協力の欠如等特に困難な状況が認められる状態

○

○

出来事の心理的負荷の強度 出来事に伴う変化等の心理
的負荷

「Ⅲ」 相当程度過重

「Ⅱ」 特に過重

① かつ

② かつ

　ただし、以下の場合については、それ自体で精神障害を発病させるおそれのあ
る業務による強い心理的負荷があったと判断されます。
　・生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの
　・業務上の傷病により６か月以上療養中の者が極度の苦痛を伴った場合
　・生理的に必要な最小限度の睡眠時間を確保できないほどの極度の長時間労働
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阪神

判断指針に関する詳細は、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

（Ｈ21.3）

労災認定事例

「新規事業の担当となった」ことにより、「うつ病エピソード」を発病したとして認定された事例

　Ａさんは、大学卒業後、デジタル通信関連会社に設計技師として勤務していたところ、３年目にプロジェクトリーダ
ーに昇格し、新たな分野の商品開発に従事することとなった。しかし、同社にとって初めての技術が多く、設計は難航
し、Ａさんの退社は翌日の午前時に及ぶこともあり、以後、会社から特段の支援もないまま１月当たりの時間外労働時
間数は90～120時間で推移した。
　新プロジェクトに従事してから３か月半後、抑うつ気分、睡眠障害等の症状が生じ、心療内科を受診したところ「う
つ状態（うつ病）、不安障害」と診断された。

　本件は、以下のことから、労災認定されました。
①　ICD－10に照らして、「F32  うつ病エピソード」を発病していることが認められる。
②　新たな分野の商品開発のプロジェクトリーダーとなったことは、判断指針の「新規事業の担当になった」に該当し、
　出来事の心理的負荷の強度は「Ⅱ」と評価される。
③　出来事に伴う変化については、プロジェクトには高度な技術が求められたこと、時間外労働時間が増加し１月当た
　りおおむね100時間を超えるような恒常的な長時間労働が認められたこと、プロジェクトリーダー昇格により責務が増
　大したこと、３か月半長時間労働が続いていたがその間会社から支援・協力が見られなかったことから、「特に過重」
　と評価される。
④　②及び③より、精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷があったと判断される。
⑤　業務以外の心理的負荷及び個体側要因はいずれも顕著なものはなかった。

「ノルマが達成できなかった」ことにより、「うつ病エピソード」を発病したとして認定された事例

　Ｂさんは、周辺地域でも大きな家電製品等販売店の支店長に就任し、店の営業予算達成のための対外的な折衝等の業
務を行っていたが、就任後から担当店の売上げが目標額に届かなくなり、上司から目標達成を強く求められていた。そ
のような中、最大顧客を他社に奪われそうになり、休日労働も含めた相当の時間外労働の下、これを食い止めるため必
死に取り組んだが、一方で複数の部下が急遽転職する等あり、周囲からの協力も得られず、失敗した。このような出来
事発生から５か月後、抑うつ気分、食欲低下などの症状が出現し精神科を受診したところ、「うつ病エピソード」と診断
された。

　本件は、以下のことから、労災認定されました。
①　ICD－10に照らして、「F32  うつ病エピソード」を発病していることが認められる。
②　売上げが目標額に達成しなかった出来事は、判断指針の「ノルマが達成できなかった」に該当し、心理的負荷の強
　度は「Ⅱ」と評価される。
③　出来事に伴う変化については、ノルマ達成のため、顧客確保のための困難な折衝と責任を一人で負い、休日労働も
　含めた相当の時間外労働の下、周囲からの支援がなく業務に従事せざるをえない状況が発生していることから、「特に
　過重」と評価される。
④　②及び③より、精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷があったと判断される。
⑤　発病直前に妻が交通事故で軽傷を負ったが、その他に業務以外の心理的負荷及び個体側要因はいずれも顕著
　なものはなかった。

「生死に関わる事故に遭遇をした」ことにより、「急性ストレス反応」を発病したとして認定された事例

　Ｃさんは、水道工事事業の会社で配管工としての業務に従事していたが、都市ガス供給管の取替工事の作業に従事し
ていた際、本管より都市ガスが大量に流出し、掘削穴に充満する中毒事故が発生した。この事故により、同僚２人が死
亡、Ｃさんも軽傷を負った。事故の後、１週間程度療養し職場に復帰したが、事故のショックによる不眠等の症状が続
いたため、精神科を受診したところ、「急性ストレス反応」と診断された。

　本件は、以下のことから、労災認定されました。
①　ICD－10に照らして、「F43  急性ストレス反応」を発病していることが認められる。
②　都市ガス流出事故に見舞われた出来事は、判断指針により評価すると、同僚２人が死亡する異常な出来事であり、
　その恐怖感は著しいと認められ、生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの（出来事それ自体で精神障害
　を発病させるおそれのあるもの）と評価される。
③　業務以外の心理的負荷及び個体側要因はいずれも顕著なものはなかった。

事 例 ①

事 例 ②

事 例 ③

事 例 ①
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１１

ちょっとした地球への思いやり
エコ・ドライブ推進中　です



１２

六 

月 

七 

日 

〜 

十 

三 

日

危
険
物
安
全
週
間

　
　
　
　
　
　（
事
業
所
名
）

（立看板作成例）

神戸市消防長　　　　

小野田　敏　行

　本年も全国一斉に危険物安全週間が実施されることとなりました。

　当市におきましても、危険物災害をなくすため、６月7日（日）から６月13日（土）までの１週間

「危険物安全週間」を展開いたします。

　つきましては、本運動の趣旨を御理解いただき、当運動への協賛と御支援をお願い申しあげま

す。

1広報宣伝
立看板・ポスター等を事業所の出入口など見やすい場所に提出してくだ

さい。

始業時等を利用して、従業員に対し週間の広報と危険物の安全管理の意

識の高揚に努めてください。

2自主点検の実施
危険物施設等について、自主点検又は定期点検を実施してください。

危険物の貯蔵・取扱い方法についても、点検してください。

定期点検の実施記録を整備・保存してください。

3研修会等の開催と参加
社内研修会等を開催し、安全に関する教育をしてください。

消防署の行う研修会には危険物取扱者等を積極的に出席させてください。

4消防訓練の実施
危険物施設等の火災又は危険物の流出等を想定した消火・通報・避難訓

練を実施してください。

訓練の実施にあたり、危険物施設の危険性、事故事例、過去の訓練の教

訓を考慮して、より具体的な内容の訓練を計画してください。

訓練を実施する場合は、前もって所轄消防署へ届け出てください。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

神戸市消防局からのお知らせ

事業所の皆様へのお願い



１３

平成21年度適性診断業務計画表

（出張適性診断）

※注１　会場予約の関係等により、年度途中で実施会場及び日程に一部変更が生じることがあります。

※注２　診断種別については、『○』が一般・初任・適齢診断を実施、『△』が一般診断のみ実施、『×』は準備のため実施せずと

　　　　なります。

※注３　奇数年度は相生地区での実施、偶数年度は赤穂地区での実施となります。（隔年で交互に実施）

地 区 名 回数 実  施  年  月  日

姫路地区

１

２

３

４

５

６

７

１

２

１

１

１

平成21年

〃

〃

〃

〃

〃

平成22年

平成21年

平成21年

平成21年

平成22年

４月

５月

６月

７月

９月

11月

２月

５月

10月

６月

11月

３月

27日

28日

12日

13日

14日

23日

24日

25日

９日

10日

15日

16日

17日

17日

18日

19日

16日

17日

18日

25日

26日

１日

２日

16日

17日

26日

27日

10日

11日

実施種別

午前 午後
実施場所 実  施  会  場  名 備考

×

○

×

○

○

×

○

○

×

○

×

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

×

○

×

○

×

○

×

○

○

△

○

○

△

○

○

△

○

△

○

○

△

○

○

△

○

○

△

○

△

○

△

○

△

○

△

○

△

姫路市 姫路自動車整備教育会館

養父地区 養父市 ＪＡたじま総合営農センター

丹波地区 丹波市 丹波の森公苑

洲本地区 洲本市 市民交流センター

相生地区 相生市 相生商工会議所

独立行政法人　自動車事故対策機構兵庫支所

自動車事故対策機構からのお知らせ



１４

　標記大会を下記のとおり開催いたします。

　出場の申込みは、綴じ込みの申込書を切り離すか、コピーして必要事項をご記入の上、所属支

部にお送り下さい。（出場選手には前もって実施要領を送付いたします）

記

実　施　要　綱

１．目　的

　法規の尊重と運転技能及び整備点検技術の向上を図り、交通事故の防止と環境負荷の低減に

努めるとともに、トラックドライバーとしての誇りをもたせ社会的責務を自覚させる。

２．部門及び定員

11トン部門、４トン部門、女性２トン部門、トレーラ部門（各部門20名）

３．日時、場所及び競技種目等

日時：平成21年７月18日（土）　　９時～17時

場所：兵庫県警察本部運転免許試験場　　明石市荷山町1649－２　　TEL  078（912）1628

種目：筆記試験　（法規、運転常識、構造機能）

　　　実科競技　（運転技能、整備点検）

４．前　泊

自宅から会場へ公共の交通機関を利用され所要時間が２時間以上の方で前泊を希望される方の

み。

※　宿泊施設は希望者におって連絡します。

５．参加費

無料

６．出場選手資格

１．兵庫県トラック協会会員事業所在籍の運転者で勤務成績が優秀であること。

〈第37回 トラックドライバー・コンテスト兵庫県大会開催のお知らせ〉

事務局からのお知らせ



１５

２．参加申込日において、過去３年間人身事故を起こしたことがないこと。

３．参加申込日において、過去１年間無事故無違反であること。

４．各部門への出場は原則として１営業所１名とする。（女性２トン部門を除く）

　　但し、より多くの会員に参加してもらうため１会員あたりの参加数を調整することがある。

５．全国トラックドライバーコンテストで優勝した者は出場できない。

６．全国トラックドライバーコンテストに同一部門で２回出場している者はその部門に出場で

　　きない。

７．無資格者の入賞は取り消すものとする。

７．申込要領

別添の申込書で所属支部にお申込ください。

締切日　平成21年６月12日（金）

（但し、定員に達した場合は、その時点で締め切りと致します。）

※　出場資格を審査するため、兵ト協事務局で「運転記録証明書」を取り寄せますので、必ず

　選手に承諾を得て下さい。後日、用紙（運転記録証明書交付申請書・委任状）を送付します

　ので、出場選手本人が署名、捺印のうえ、兵庫県トラック協会に返送して下さい。

８．表　彰

１．選手表彰

⑴　各部門の入賞者（優勝～３位）

　　　（社）兵庫県トラック協会長賞〔賞状及び副賞〕

　　　　同一事業者の重複は、上位１名のみとする。

⑵　各部門の優勝

　イ．11トン部門

　　　　兵庫県警察本部長・兵庫県交通安全協会長賞〔賞状及び副賞〕

　ロ．４トン部門

　　　　神戸運輸監理部長賞〔賞状及び副賞〕

　ハ．女性２トン部門、トレーラ部門

　　　　兵庫県知事賞〔賞状及び副賞〕

⑶　特別賞

　イ．総合最高得点　　　　　　（社）全日本トラック協会長賞〔賞状及び副賞〕

２．事業所表彰

⑴　各部門の入賞者（優勝～３位）が所属する事業所

　　　（社）兵庫県トラック協会長賞〔賞状及び副賞〕



１６

９．競技審査の内容（予定であり一部変更になることもあります）

１．筆記試験

　約１時間の時間をもって、安全な交通の方法に関する必要な知識の会得状況について単

答式（○×解答・マークシート方式）により試験する。

　試験は、法規（道路交通法）、構造機能（車両）及び運転常識（プロドライバーとして

の一般的認識事項等）について行う。

２．実科競技

　一定時間における運転の基本操作及び整備点検要領について審査する。

⑴　採点方法

減点方式とする。

⑵　運転技能

７分～10分程度の持ち時間

運転態度、安全措置、発進、制動、エコドライブ走行、車体感覚、通行区分、進路変

更、速度感覚、ハンドル操行、直進・右左折（巻き込み防止措置を含む）、適切なシ

フト操作、駐車等

⑶　整備点検

５分～10分程度の持ち時間

車両の安全を確保するため、主として日常点検整備における定期点検項目について、

点検箇所、点検着眼、点検動作等、及び口頭による質問事項

（車両下部の点検「懸架装置・プロペラシャフト・スペアタイヤ」は除く）

３．配点及び順位の決定

⑴　配点

各部門とも1000点満点

イ．筆記試験　──　450点（法規200点、運転常識150点、構造機能100点）

ロ．実科競技　──　550点（運転技能350点、整備点検200点）

⑵　順位の決定方法

総合得点上位順とし、同点の場合は次による。

１．過去５年間免許歴を有し、かつ過去５年間無事故、無違反の者とする。

２．高年齢者（同年齢者の場合は誕生日が先の者）とする。

10．全国トラックドライバーコンテストへの推薦

協会長が、参加要件等を勘案し兵庫県代表を選出し推薦する。



第37回トラックドライバー・コンテスト兵庫県大会出場選手申込書

申込年月日：平成　　　年　　　月　　　日

兵庫県大会会長　殿

　標記コンテスト出場選手を下記のとおり申込みます。

会社名：

　　　　〒　　－
住　所

担当者：

電　話：

ＦＡＸ：

※　出場部門を○で囲んで下さい。

・出場資格を審査するため、兵ト協事務局で選手の「運転記録証明書」を取り寄せますので、
　必ず本人に承諾を得て下さい。後日、用紙（運転記録証明書交付申請書・委任状）を送付し
　ますので、出場選手本人が署名、捺印のうえ、兵庫県トラック協会に返送して下さい。
・宿泊については、自宅から競技会場まで公共の交通機関を利用される方に限ります。
　（宿泊希望の方は、自宅から競技会場までの所要時間をご記入願います。基準は２時間以上）
・点検競技の参考用に日常点検を解説したビデオを用意しています。ご希望があれば貸し出し
　ますので事務局にお申し付けください。

出 場 部 門

（ふりがな）

選 手 名

生 年 月 日 昭和・平成　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

現 住 所 〒　　－

入社年月日 昭和・平成　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

免許証番号

免許の種類
１

大　　型
２

取得年月日

過去における大会出場回数

宿泊・会場までの所要時間 す　　　る　・　し　な　い　　　　　　　時間　　分

兵庫県大会 回 全国大会 回

年　  月　  日

１
普　　通

２

年　  月　  日

１
大　　特

２

年　  月　  日

１
け  ん  引

２

年　  月　  日

１１トン ４トン 女性２トン トレーラ



１８

　平成18年10月より運輸安全一括法が施行されたことに伴い、当協会会員事業者
の大多数を占める中小規模事業者にあっては、平成19年４月から運輸安全マネジ
メントに取り組むことが求められています。
　運輸安全マネジメントは、経営トップから現場までが一丸となって安全マネジ
メント体制を構築し、その実施状況を評価し、改善を図っていく仕組みを導入す
ることで輸送の安全性の向上（スパイラルアップ）を図っていくものです。
　トラック輸送の安全性確保については、荷主をはじめ社会全体の関心も高く、
安全最優先を主旨とする運輸安全マネジメントの取り組みについても注目される
状況となっています。
　また、昨年の燃料価格高騰に伴う緊急措置として、「燃料サーチャージガイド
ライン」と共に「トラック運送事業における下請・荷主適正取引推進ガイドライ
ン」が示されるなど行政の支援を受けているところですが、当業界を取り巻く環
境は昨年秋以降の急激な輸送需要の減少により荷主に対する適正運賃収受の働き
かけが進展していない状況にあります。
　つきましては、標題の研修会を下記のとおり開催することとなりましたのでご
案内申し上げます。
　なお、出席される方は、別紙申込書をコピーしてご使用いただき、５月末日迄
にＦＡＸ０７８－８８２－５５６５（トラック協会）までお申し込み下さい。

記

講　　師
　「運輸安全マネジメント」
　　　　独立行政法人自動車事故対策機構　兵庫支所　 チーフ　牧　　克昭　氏

　「下請・荷主適正取引推進ガイドライン」
　　　　近畿運輸局　自動車交通部　貨物課　　　　　 専門官　平田　克也　氏

神 戸 会 場
　日　時：平成21年６月９日（火）　13：30～16：00（13時受付）
　場　所：（社）兵庫県トラック協会　３階大会議室
　　　　　神戸市灘区大石東町２丁目４－27

姫 路 会 場
　日　時：平成21年６月18日（木）　13：30～16：00（13時受付）
　場　所：（社）兵庫県トラック協会　西部研修センター　２階大会議室
　　　　　姫路市中地字村東26－１

受講対象者
　経営トップ　及び　運行管理者　を想定しています。

運輸安全マネジメント研修会
下請・荷主適正取引推進研修会　のご案内



別　　紙

『運輸安全マネジメント及び
　下請法（下請代金支払遅延等防止法）研修会』申込書

（社）兵庫県トラック協会

　　  適  正  化  事  業  部  宛

　　　（０７８－８８２－５５６５）

　※申込み会場に○印を付けて下さい

　　◎６月９日（火）　13：30～　神  戸  会  場（　　　）

　　◎６月18日（木）　13：30～　姫  路  会  場（　　　）

会　　社　　名　─────────────────

電　話　番　号　─────────────────

参　加　者　名　─────────────────

　─────────────────

　─────────────────

支　　部　　名　─────────────────



２０

　（社）兵庫県トラック協会（以下「兵ト協」という。）では、トラック運送事業者が新しい物流
時代に適切に対応できるよう、中小企業の経営者、後継者、管理者を対象に経営戦略や人材育成
など中小企業大学校講座の受講を促進しています。

記

１．受講にあたっての注意事項
⑴　受講助成の予算措置を講じるため、必ず、事前に兵ト協へ助成の申し込みをして下さい。
　中小企業大学校の受講講座を修了した後に、兵ト協へ助成の申し込みをされても助成が受け
　られません。
⑵　兵ト協へ申込の後、中小企業大学校へ所定の手続きをして下さい。

２．受講料について
　兵ト協・（社）全日本トラック協会が、それぞれ受講料の1／3を負担することとします。た
だし、兵ト協の負担額の上限は、３万円とします。

３．受講資格
　兵ト協会員の中で中小企業の経営者、後継者、管理者、担当者。

４．対象校〔中小企業事業団が運営する中小企業大学校を対象とします〕
　中小企業大学校　関西校　☎（0790）22－5931
　〒679-2282　兵庫県神崎郡福崎町高岡
　http: //www.smrj.go. jp/inst/kansai/index.html

５．対象講座
　対象となる講座は、中小企業大学校の各校が定める講座であって、次の各号に掲げるもの。
⑴　トップのための経営戦略、経営計画等に関する講座
⑵　実践的な財務管理、利益計画等に関する講座
⑶　管理者のための人材育成、労務管理等に関する講座
⑷　女性リーダーの能力開発等に関する講座
⑸　情報化、システム構築に関する講座
⑹　その他物流事業に関わる講座

６．手続きフロー
①　会員事業者（受講問合せ・受講申込）　　　　　　　　　　　　　　　→中小企業大学校
②　中小企業大学校（受講受入決定通知・受講料振込依頼書）　　　　　　→会員事業者
③　会員事業者（受講料全額振込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　→中小企業大学校
④　会員事業者（受講受入決定通知・受講料振込依頼書のコピー）　　　　→兵ト協
⑤　兵ト協（受講料助成請求用紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　→会員事業者
⑥　中小企業大学校（受講修了証書交付）　　　　　　　　　　　　　　　→会員事業者
⑦　会員事業者（修了書コピー・受講料助成請求）　　　　　　　　　　　→兵ト協
⑧　兵ト協（受講料助成・振込）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→会員事業者

平成21年度
「中小企業大学校講座」受講促進制度のご案内
─── 受講料をトラック協会がバックアップ ───

〔問い合わせ先〕
（社）兵庫県トラック協会　環境事業部（中小企業大学校係）
〒657-0043　神戸市灘区大石東町2-4-27　☎（078）882－5556　FAX（078）882－5565
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1日間コース
受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間

経営者、経営幹部、後継者 20 15,000 事業承継シリーズ①
事業承継・入門研修

21．６．18

2日間コース
受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間

経営者、経営幹部、後継者

経営者、経営幹部、後継者

20

20

21,000

21,000

事業承継シリーズ②
経営者・後継者の心構え

事業承継シリーズ④
資産の承継

21．７．７～21．７．８

21．10．27～21．10．28

3日間コース
受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間

職場のリーダー、管理者

財務部門のリーダー、 管理者、
財務の基礎から学びたい経営者・管理者

経営者、経営幹部、後継者

財務部門のリーダー、 管理者、
財務の基礎から学びたい経営者・管理者

営業部門の若手リーダー、
新任の営業担当者

営業部門のリーダー、管理者

新任管理者及び管理者候補

財務部門のリーダー、 管理者、
財務の基礎から学びたい経営者・管理者

30

30

20

30

30

30

30

30

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

能力開発シリーズ②
問題解決の進め方

財務シリーズ②
決算書の読み方

事業承継シリーズ③
事業承継の基本構想づくり

財務シリーズ③
財務分析の進め方

営業力強化シリーズ②
セールストーク・交渉術の向上策

営業力強化シリーズ③
提案営業の進め方

新任管理者研修（２回目）
～プロの仕事術～

財務シリーズ④
利益計画の立て方

21．６．２～21．６．４

21．６．15～21．６．17

21．８．25～21．８．27

21．９．７～21．９．９

21．９．８～21．９．10

21．10．７～21．10．９

21．10．14～21．10．16

21．10．20～21．10．22

3日間コース
受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間

営業部門の若手リーダー、
新任の営業担当者

職場のリーダー、管理者

経営者、経営幹部、後継者

職場のリーダー、管理者

営業部門のリーダー、管理者

職場の若手リーダー

営業部門のリーダー、管理者

30

30

20

30

30

30

30

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

営業力強化シリーズ①
営業パーソンの心構えと基本スキル（２回目）

能力開発シリーズ①
リーダーシップとコミュニケーション（２回目）

事業承継シリーズ⑤
事業承継プランづくり

能力開発シリーズ③
コーチングによる部下指導の進め方

営業力強化シリーズ④
新規顧客の開拓

若手リーダー研修

セールスマネージャー研修

21．11．９～21．11．11

21．11．17～21．11．19

21．11．25～21．11．27

22．１．13～22．１．15

22．１．26～22．１．28

22．２．２～22．２．４

22．２．16～22．２．18

長期コース
受講対象 定員 受講料 コース名 受講期間

中小企業の経営管理者、
及びその候補者 20 532,000 経営管理者研修　第29期

21．10．19～21．10．23
21．11．16～21．11．20
21．12．14～21．12．18
22．１．18～22．１．22
22．２．15～22．２．19
22．３．８～22．３．12
22．４．12～22．４．16
22．５．17～22．５．21
22．６．14～22．６．18
22．７．12～22．７．16
22．８．２～22．８．６
22．９．13～22．９．17
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社団法人兵庫県トラック協会

（目的）

第１条　この要綱は、（社）兵庫県トラック協会（以下「兵ト協」という。）が、会員事業者に雇

　　　用されている運転者・荷扱手等（以下「運転者等」という。）に対する「睡眠時無呼吸症

　　　候群」（以下「ＳＡＳ」という。）のスクリーニング検査を促進するため、（社）全日本ト

　　　ラック協会（以下「全ト協」という。）と協調して実施する助成金交付事業について、必

　　　要な事項を定め、事業を適正かつ円滑に実施し、労働災害事故防止に寄与することを目的

　　　とする。

（資格・要件）

第２条　助成対象は、兵ト協会員事業者の兵庫県内営業所で雇用されている運転者等とする。

（助成対象検査・医療機関）

第３条　助成対象検査・医療機関は、兵ト協より全ト協へ申請を行い、専門医が在籍し適切な精

　　　度管理を定期的に実施している等、全ト協が認めた検査・医療機関を指定する。

　　２　全ト協及び兵ト協が指定する検査・医療機関は、別途記載する。また、指定検査・医療

　　　機関の追加、取消し等については、随時、協会広報誌（兵ト協ニュース）に掲載するもの

　　　とする。

　　　　なお、全ト協が指定する検査・医療機関が、個人情報保護法を厳守の上、データの集計

　　　を行い、その結果に基づいて公衆衛生上有益な研究発表を行うことを認めることとする。

（助成の対象）

第４条　助成対象検査は、ＳＡＳスクリーニング検査のうち健康保険適用外である第一次検査（簡

　　　易アンケートによるチェック、解析、判定）及び第二次検査（パルスオキシメーター等に

　　　よる簡易スクリーニング検査）とする。

（助成額及び人数）

第５条　助成金額は全ト協の助成額と合計して、次のとおりとする。

　　１　第一次検査費用（上限1,000円／人）

　　２　第二次検査費用（上限4,000円／人）

　　　　ただし、１会員あたりの助成人数の上限は、原則として下表の通りとする。

平成21年度トラック運転者等の「睡眠時無呼吸症候群」
スクリーニング検査助成制度実施要綱

届出台数（被牽引車を除く。） 助成人数の上限

300台超

100台超～300台

30台超～100台

30台以下

50名

40名

30名

届出台数（被牽引車を除く。）
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（申請受付等）

第６条　申請受付は随時行う。

　　２　兵ト協は、助成限度額（予算）及び利用状況等を勘案して会員事業者の申請受付を行い、

　　　予算枠に達し次第、本助成を締め切るものとする。

（助成適否の事前確認）

第７条　会員事業者は、助成人数枠等による助成適用の可否について、事前に兵ト協の確認を得

　　　なければならない。

（検査の予約と申し込み）

第８条　会員事業者は、前条の確認を得た後、「トラック運転者等の睡眠時無呼吸症候群スクリ

　　　ーニング検査申込書（様式１）」（以下「申込書」という。）を、兵ト協会長宛に提出する。

　　２　申込書を提出した会員事業者は、検査を受けようとする検査・医療機関に予約する。

　　３　兵ト協は、会員事業者より提出された「申込書」を「トラック運転者等の睡眠時無呼吸

　　　症候群スクリーニング検査申込一覧（様式２）」にとりまとめ、会員事業者が予約した検

　　　査・医療機関に提出する。

（検査の受診）

第９条　会員事業者、申込者は、検査にあたり、「睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査申込

　　　書兼委任状（様式３）」（以下「申込書兼委任状」という。）に署名・捺印し、正本を検査・

　　　医療機関に提出し、写しを会員事業者が保管する。

　　２　会員事業者は、申込者が申込書兼委任状の写しを求めたときは交付する。

　　３　申込書兼委任状の取扱については、検査・医療機関及び会員事業者、申込者は、個人情

　　　報保護法に基づき、目的外利用及び紛失、流失などの無いよう充分注意すること。

（助成金の請求）

第10条　検査終了後、会員事業者は速やかに兵ト協会長宛に「トラック運転者等の睡眠時無呼吸

　　　症候群スクリーニング検査助成金申請書（様式４）」（以下「申請書」という。）を提出す

　　　る。

　　　　但し、助成金交付申請期限は平成22年２月20日までとする。

　　２　会員事業者は、申請書の提出にあたり、当該検査・医療機関の検査費明細書の写し及び

　　　領収書の写しを添付する。

（助成金の交付）

第11条　兵ト協は助成金申請書に基づき、全ト協と協調して、助成金を会員事業者に交付する。

（その他）

第12条　この要綱に定めるもののほか、当該事業に関する必要事項は、その都度、兵ト協がこれ

　　　を定める。

本要綱は、平成21年４月１日から遡及する。



２４

※申請用紙等の各用紙については、兵ト協ＨＰにてダウンロードまたは輸送事業部にお問い合わ

　せ下さい。

【指定　検査・医療機関】

全ト協指定　　ＮＰＯ法人　睡眠健康研究所

　　　　　　　TEL.  029－851－2009

　　　　　　　ＮＰＯ法人　大阪ヘルスケアネットワーク普及推進機構（ＯＣＨＩＳ）

　　　　　　　〒536-0014　大阪市城東区鴫野西2－11－2　大阪府トラック総合会館３階

　　　　　　　TEL.  06－6965－3666　担当：作本

兵ト協指定　　新須磨クリニック

　　　　　　　〒654-0046　神戸市須磨区村雨町5－1－4

　　　　　　　TEL.  078－735－0010　担当：前田

　　　　　　　財団法人　兵庫県予防医学協会

　　　　　　　〒658-0046　神戸市東灘区御影本町4－4－20

　　　　　　　TEL.  078－856－7210　担当：大塚

　　　　　　　尼崎医療生協病院

　　　　　　　〒661-0033　尼崎市南武庫之荘11－12－1

　　　　　　　TEL.  06－6436－1701　担当：山口

　　　　　　　社団法人　日本健康倶楽部　和田山診療所

　　　　　　　〒669-5202　朝来市和田山町東谷385

　　　　　　　TEL.  079－672－5222　担当：藤木

　　　　　　　医療法人社団　青州会　アイワ病院

　　　　　　　〒661-0953　尼崎市東園田町4－101－4

　　　　　　　TEL.  06－6419－0202　担当：中井

　　　　　　　財団法人　神戸港湾医療保険協会　みなとクリニック

　　　　　　　〒650-0041　神戸市中央区新港町13－2

　　　　　　　TEL.  078－392－8621　担当：岡崎
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社団法人　兵庫県トラック協会

（事業趣旨）

第１条　兵庫県トラック協会（以下「兵ト協」という。）は、事業用トラックの交通事故ゼロを

　　　目指し、事故や危険時の映像記録により事故防止に効果があるドライブレコーダー等装着

　　　の導入をした兵庫県トラック協会加入事業者（以下「会員」という。）に対して助成金を

　　　交付する。

（対象装置）

第２条　助成の対象となる安全装置等は、ドライブレコーダー（以下「装置」という。運転中に

　　　おける危険と判断される行為を映像し、又はデータを記録する装置）及び機器専用ソフト

　　　ウェア（解析ソフト）とし、対象装置は、別紙「ドライブレコーダー助成対象機種一覧」

　　　に示すものとする。別紙掲載以外のものについては、メーカー等の会社案内、製品カタロ

　　　グ等において全ト協が判断し追加するものとする。

　　２　装置の装着にあたっては、道路車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。

（助成交付額及び助成対象数等）

第３条　助成金の交付額は、会員が、当該年度において新たに車両に装置を装着する場合、１台

　　　あたり３万円（兵ト協２万円、全ト協１万円）、機器専用ソフトウェア（解析ソフト）に

　　　対しては上限２万円（兵ト協のみ）とする。ただし、助成金が装置の価格を超えず、かつ、

　　　他の機関の助成等を含めた助成金の合計が装置の価格を超えない範囲で実施するものとす

　　　る。

　　２　助成対象数は1会員あたりの上限は

　　　　　装  着  装  置　　兵ト協助成　20台、全ト協助成　10台

　　　　　ソフトウェア　　兵ト協助成　１本

　　３　会費滞納者については、助成しないものとする。

（実績報告及び助成金の請求）

第４条　会員は、兵ト協に対して、様式１「ドライブレコーダー導入助成実績報告書兼助成金交

　　　付請求書」により、助成金を請求するものとする。

　　２　助成金請求期限は平成22年２月20日とし、助成金が予算額に達した時点で締め切るもの

　　　とする。

（助成金交付）

第５条　兵ト協は、前条の「ドライブレコーダー導入助成実績報告書兼助成金交付請求書」の提

〈平成21年度ドライブレコーダー導入助成金交付要綱〉
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　　　出があったときは、速やかにその報告内容を審査し、条件に適合すると認めたときは、会

　　　員に対して助成金を交付するものとする。

（助成金の返還）

第６条　会員は、善良な管理者の注意をもって導入した装置を管理しなければならない。

　　２　交付の対象となった装置が、助成金の報告内容もしくはこれに付した条件に違反したと

　　　きは、会員に対して期限を定めてその返還を求めることができる。ただし、装着の日から

　　　起算して１年を経過したときはこの限りではない。

（財産処分の制限）

第７条　会員は、交付対象となった装置が装着の日から起算して１年を経過するまでの期間は、

　　　譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保に供してはならない。但し、あらかじ

　　　め兵ト協の承認を得た場合はこの限りではない。

（その他必要な事項）

第８条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要な事項は、兵ト協が

　　　別にこれを定めるものとする。

（附則）

　助成の対象は、平成21年４月１日以降導入した機器に適用する。

担当：輸送事業部

平成21年度対象機器一覧（ドライブレコーダー）
平成21年４月15日現在

☆映像記録型ドライブレコーダー

機器メーカー名 機 器 名 称

ドライブレコーダー

どら猫

矢崎総業

ホリバアイテック

型　　式
注）EMS
基準対応

YAZAC－eye
YAZAC－eye2
YAZAC－eye2L
YAZAC－eye2E
YAZAC－eye2EL
DR－3031
DR－3033（V）
DR－3033E（V）
DR－3034E（V）
DR－3034EX（V）

－
－
－
○
○
－
－
－
－
－

備　　　　　考
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注）○＝対応　　△＝ソフト等の条件を満たす場合に対応　　－＝非対応

※上記以外の製品で別に定めた助成基準に該当する機器についても助成対象とする。
※解析ソフト、カードリーダー等の事務所用機器については対象外とする。

注意
ドライブレコーダ助成の基準は、下記に適合する機器です。

（１）十分な耐久性があること。
（２）品質が保証され、保証期間が定められていること。
（３）機械的作動が円滑であること。
（４）時計が取り付けられており、時間情報を取得できること。
（５）トラック用に開発されていること。
（６）事故や急加速・急減速などの一定の衝撃が生じた際に、トリガ前後の映像や瞬間速度、加速度等の走行に関す
　　　るデータを記録できること。
（７）解析ソフトなどを介して、記録媒体に記録されたデータから事故及び危険挙動運転等の原因を分析できること。

助成対象の機器の追加については、上記の基準を満たしていることを確認いただき兵ト協までご連絡ください。

どら猫プラス

セイフティレコーダ

DVRmini＋

HDDドライブレコーダー

ドライブレコーダー

OBVIOUSレコーダー

ドライブトレーナー

ドライブレコーダー

クルマメ

Road View Master

DVRmini+

ドライビング・プロ

ドライブレコーダー
ドライブレコーダー
ドライブレコーダー

ドライブレコーダー

ホリバアイテック

データ・テック

クラリオン

あきば商会

富士通テン

オプテックス

アイ・シー・エル

カヤバ工業

マルハマ
三菱ふそう
トラック・バス

ティー・エム・ピー

ドライブ・カメラ
アルファ・デポ
Luna

シナノケンシ

DR－5100
DR－5200
DR－5300
DR－5300－M
DR－5400
DR－9100
DR－9100V
M68

M605（M603DR）

CF－2400A－A
MU－04RD－EMS
MU－04EMS
MU－01
DRU－2011
DRU－2012
DRU－2013
DRU－3011
DRU－3012
DRU－3013
DT－01

DT－G01

DA－4000EMS
DA－4000
DA－4000（GPS）
DA－4000（HDD）
DA－4000
（GPS+HDD）
DRE－100
DRE－100
DRE－110
DRE－120
DR－969RV

QZ064602（QZ64601A）

DP－101E
DP－101
DP－301E
DR－301
WN－WITNESSⅡ
DPR－1100
LNP－1000
ER－X1/JM
ER－X1/JCM

○
○
○
○
○
○
－
○

△

△
○
○
○
－
△
△
－
△
△
－

△

○
－
－
－

－

－
－
－
○
－

○

○
－
○
－
－
○
－
－
－

SRVideo
デジタコ（M603）とのセットは
M603DRと表記（EMS対応）
EMS対応ソフト（CTA－039－100）
クオリティービジョン
クオリティービジョン
クオリティービジョン

EMS対応ソフト
（ROM201E）

EMS対応ソフト
（ROM301E）

EMS対応ソフト
（SW－VD01、SW－VDT01）

1－8677－3268－0
1－8677－3269－0
1－8677－3270－0

1－8677－3271－0

1－8677－3541－0

デジタコ（QZ64600A）とのセットは
QZ64601Aと表記
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社団法人　兵庫県トラック協会

（事業趣旨）

第１条　（社）兵庫県トラック協会（以下「兵ト協」という。）は、事業用トラックの追突事故を

　　　削減するために、（社）全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）と協調し、衝突被

　　　害軽減ブレーキ装置（以下「装置」という。）を装着導入した兵ト協会員事業者に対して

　　　助成金を交付する。

（対象装置）

第２条　助成の対象となる装置は、次に掲げる基準に適合するものに限る。

　　　改正「前方障害物衝突軽減制動装置の技術指針」（平成17年11月15日・国自技第181号）

　　　に適合した装置であること。

（交付額等）

第３条　助成金の交付額は、会員事業者が当該年度に新たに車両に装置を装着した場合、１台あ

　　　たり11万円（兵ト協５万５千円、全ト協５万５千円）を交付する。ただし、国等の補助金

　　　及び助成金の合計が装置の価格を超えない範囲で実施する。

　　　　兵ト協分の助成は１会員あたり５台を上限とする。

（助成金の申請）

第４条　会員事業者は装置導入が完了したときは、「被害軽減ブレーキ装置導入促進助成金交付

　　　申請書」（以下「助成金交付申請書」という。）に必要書類を添付し、兵ト協に提出しな

　　　ければならない。

　　　　また、助成金交付申請期限は平成22年２月20日までとし、助成金額が予算額に達した

　　　時点で締め切るものとする。

　　　　なお、兵ト協は、会員事業者に対し本助成に関して、必要な報告を求めることができる。

（助成金交付）

第５条　兵ト協は、会員事業者から前条の助成金交付申請書の提出があったときは、速やかにそ

　　　の内容を審査し、交付条件に適合すると認めたときは、会員事業者に対して助成金を交付

　　　する。

（助成金の返還）

第６条　会員事業者は、関係法令等に従い、善良な管理者の注意をもって、導入した装置を管理

〈平成21年度衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成金交付要綱〉
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　　　しなければならない。

　　２　会員事業者又は交付の対象となった装置が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき

　　　は、兵ト協は事業者に対して期限を定めてその返還を求めることができる。但し、当該装

　　　置が装着の日から起算して４年を経過した日以降に発生したものについてはこの限りでは

　　　ない。

　　　１）助成金の申請内容若しくはこれに付した条件、その他法令若しくはこれに基づく処分

　　　　に違反したとき。

　　　２）事故又は火災等により当該装置が使用できなくなったとき。

　　　３）差し押さえ又は競売等により当該装置が使用できなくなったとき。

　　　４）会員事業者が兵ト協を脱会したとき。

　　３　会員事業者は、第２項に掲げる各号に該当する事実が明らかになった時点で、その内容

　　　を遅滞なく兵ト協に報告しなければならない。

（財産の処分の制限）

第７条　会員事業者は、交付対象となった装置が装着の日から起算して４年を経過するまでの期

　　　間は、当該車両の兵庫県外への配置はもとより、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸

　　　付又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。但し、あらかじめ兵ト協の承

　　　認を得た場合はこの限りではない。

（その他必要な事項）

第８条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、兵ト協が別

　　　にこれを定める。

附則　本要綱は平成21年４月１日に遡及する。

【問合せ先】

　兵ト協　担当＝輸送事業部　TEL  078－882－5556

「衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成金交付申請書」は、連絡いただければ送付い

たします。

導入されましたら、事務局（上記）まで、連絡いただきますようお願いいたします。
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社団法人　兵庫県トラック協会

（事業趣旨）

第１条　（社）兵庫県トラック協会（以下「兵ト協」という。）は、事業用トラックの交通事故ゼ

　　　ロを目指すため、（社）全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）と協調し、危険予

　　　測に効果があると思われる安全装置等装着導入した会員事業者に対して助成金を交付する。

（対象装置）

第２条　助成の対象となる安全装置等は、原則として平成21年度に導入した次の各号に掲げる機

　　　能を有する後方視野確保支援装置（以下「装置」という。）で全ト協が助成事業対象機器

　　　に指定している装置とする。なお、装置の装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に

　　　抵触しないことを条件とする。

　　　　①　後退時の後方視野が確保できること。

　　　　②　運行時（前進も含む。）において後方視野が確保できること。

　　　　③　概ねルームミラーの位置において後方視野が確保できること。

　　　※　別添一覧参照

　　　※　装着要件機能を有し、全ト協指定に無い場合は必ず事前にご相談ください。

（交付額）

第３条　助成金の交付額は、会員事業者が当該年度に新たに車両に装置を装着した場合、１台あ

　　　たり２万円を交付する。ただし、国等の補助金及び助成金の合計が装置の価格を超えない

　　　範囲で実施する。

　　　　１会員の申請台数の上限は原則として20台とする。但し、届出台数を超えないものとす

　　　る。

（助成金の申請）

第４条　会員事業者は装置導入が完了したときは、「安全装置等導入促進助成金交付申請書」（以

　　　下「助成金交付申請書」という。）に必要書類を添付し、兵ト協に提出しなければならな

　　　い。

　　　　また、助成金交付申請期限は平成22年２月20日までとし、助成金額が予算額に達した

　　　時点で締め切るものとする。

　　　　なお、兵ト協は、会員事業者に対し本助成に関して、必要な報告を求めることができる。

〈平成21年度安全装置等導入促進助成金交付要綱〉
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　国道４３号・阪神高速3号神戸線から
5号湾岸線へ迂回をお願いします。　

（助成金交付）

第５条　兵ト協は、会員事業者から助成金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容

　　　を審査し、交付条件に適合すると認めたときは、会員事業者に対して助成金を交付する。

（財産の処分制限）

第６条　会員事業者は、交付対象となった装置が装着の日から起算して１年を経過するまでの期

　　　間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保（以下「処分」という。）に供

　　　してはならない。但し、あらかじめ兵ト協の承認を得た場合はこの限りではない。

（その他必要な事項）

第７条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、兵ト協が別

　　　にこれを定める。

附則　本要綱は平成21年４月１日に遡及する。

【問合せ先】

　兵ト協　担当＝輸送事業部　TEL  078－882－5556

「安全装置等導入促進助成金交付申請書」は、連絡いただければ送付いたします。

装着要件機能を有し、全ト協指定に無い場合は必ず事前にご相談ください。
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平成21年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧
平成21年４月１日現在

装置メーカー名

（注１）全ト協からクラリオン及び三菱電機には販売店より購入事業者に対し、装着明細書を発行するよ
　　　　うに依頼済み。
　　　　なお、その他メーカーに対しても、ルームミラー型と特定できるように名称や型式を納品書等に
　　　　明記するよう依頼済み。
（注２）セイコープレシジョンはセイコーエスヤードから６月30日付けで事業移管。上記３型式以外に「特
　　　　注対応品」があり、その場合は納品書の中に「インナーミラー取付金具：KS－670W－RM」が
　　　　含まれる。
（注３）TKV－S30（OD）はオンダッシュ方式のため対象外。識別方法としては、納品書及び保証書に「TKV
　　　　－S30（OD）」と明記されている。

装置名称・型式

㈱日本ヴューテック

リアヴューモニター
「対象機種」
TKV－S20、TKV－S20N、TKV－S30〈但し、TKV－S30（OD）は除く〉（注
３）、TKV－S30D、TKV－S30DF
ナイスヴューモニター
「対象機種」：VW－S10、VW－S20、VW－SN20

市光工業㈱

セイフティビジョン
「対象型式」
ST－900シリーズ、ST－800シリーズ、ST－500シリーズ
（但し、ST－900D、ST－900FL、ST－900FS、ST－800Dは除く）

㈱アトム技研

ARGUS（A）
「対象型式」：ARGUS－0603AT

㈱ワーテックス
BACK EYE SYSTEM
「対象型式」
XL－702（天吊り型）、XL－703（天吊り型）、TS706、TM706

クラリオン㈱

カメラ＆モニターシステム
【ルームミラー型の特定方法】
明細書の中に「ハイマウントモニター取付キット：LAA－057－100」が含
まれること。（注１）

三菱電機㈱
カービジョン　ルームミラー型モニター
「対象型式」
CM－5200、CM－7200（注１）

アールアンドピー㈱

ルームミラー取付タイプカラーバックカメラセット
「対象型式」
CR70500－R、CR70500－RA、CR70500－RB、CR70720－RA、CR70720－
RB、DVA－Comb01－RA、DVA－Comb01－RB

㈱アルファ・デポ
バックモニターシステム
「対象商品名」
AP－5000M、PHO－7200、AP－7000

セイコープレシジョン㈱

テレサイトシステム
「対象型式」
TL15MR、TL16MR、TL1623MR
（注２）

ヤック㈱
バックモニターセット
「対象型式」
XC－M7SS、XC－M7SM、XC－M7SL、XC－M7SX、XC－M7SY

ARGUS（B）
「対象型式」：ARGUS－0605BS
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河原交通対策委員長から
下敷・定規を贈呈しました。

ダミー人形を使った交通
安全教室を開催しました。

　（社）兵庫県トラック協会では、交通事故防止事業の一環として、県下小学校の新一年生に

対して、少しでも交通安全意識を持ってもらうため、昭和55年より絵入りの「交通安全啓発下敷

き等」を贈呈しております。本年も、県下814校の小学新一年生53,000名に「下敷き、定規」を

お贈りし、贈呈式を下記にて実施しました。

　なお、春の全国交通安全運動の期間中でもあり、贈呈式に引き続き、生田警察署、生田交通安

全協会にご協力いただきトラックを使った交通安全教室を開催いたしました。

日時　　平成21年４月15日（水）　　午前９時55分～（贈呈式）

　　　　　　　　　　　　　　　　午前10時00分～（トラック交通安全教室）

場所　　神戸市立　山の手小学校　神戸市中央区中山手通７－31－１

〈県下の小学新一年生への「交通安全啓発下敷き、定規」贈呈式を行いました〉
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実施要領
１　目　　的
　フォークリフト運転競技を通じ、順法精神と安全意識の高揚および運転の知識、技能の向上
をはかり、もって安全作業の確立と実効ある労働災害防止の推進に資することを目的とする。

２　主　　催
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　　近畿ブロック各支部

３　開催日時
平成21年8月29日（土）　9時00分〜16時00分（予定）

４　大会会場
クレフィール湖東（滋賀県東近江市平柳町22－３　TEL 0749－45－3880）

５　参加（推薦）資格
⑴　陸運労災防止協会の会員事業場の在籍専従員で、勤務成績が優秀であること。
⑵　参加申込日において、フォークリフト運転技能講習修了証取得後、１年以上経過している
　　こと。
⑶　参加申し込み日において、フォークリフトおよび自動車の運転について過去１年間（人身
　　事故については過去３年間)無事故であること。
⑷　過去に全国大会で入賞（第１位～第５位）経験のないこと。

６　参加費
無料（但し、当日の昼食以外の交通費等は各自でご負担いただきます。）

７　定員　60名（但し、兵庫県支部からの推薦の定員を20名とさせていただきます。）

参加申込みが20名以上となった場合は、同一事業場からの参加（推薦）選手の人数制限およ
び推薦選手選抜の為、下記講習会において県内予選の開催もありますのでご了承下さい。

申し込み先（問い合わせ先）
　　別紙「参加申込書」に、「フォークリフト運転技能講習修了証」のコピーを添付して、
　　下記あてご送付ください。
　陸上貨物運送事業労働災害防止協会 兵庫県支部 （担当　高田）
〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４番27号　兵庫県トラック協会内
　　　　　　ＴＥＬ 078−882−5556　ＦＡＸ 078−882−5565
申込み締切り（第１次）
　　平成21年5月29日（金）

＜フォークリフト運転従事者安全講習会（仮称）を開催します＞

　原則、参加選手を対象に、フォークリフト運転技能講習講師による学科「関係法令」「力
学」「荷役に関する知識」の取得、実車を使用した点検（作業開始前点検の実演）および「安
全衛生法の遵守基本操作技術」の講習会を開催します。

　開催日時　　平成21年６月13日（土）　1４：00～
　開催場所　　神戸港湾教育訓練協会（会場アクセスについては、Ｐ38参照）
※　講習会参加者には、学科問題で使用される「フォークリフト運転士テキスト」を無償配布

「第28回近畿フォークリフト運転競技大会」参加（推薦）選手の募集

問い合せ先
陸 運 労 災 防 止 協 会 兵 庫 県 支 部

（兵庫県トラック協会内）
電話 078-882-5556

陸災防のページ陸災防のページ陸災防のページ
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８　表彰等
選手表彰（１位～５位までの入賞者　大会会長賞状および副賞）、参加賞（出場選手全員）

９　競技種目および審査の概要
　学科競技、点検競技、運転競技の３種目の競技を行なう。
　学科競技の問題は「フォークリフト運転士テキスト」から出題し、実科競技は、フォークリ
フト運転技能講習規程に基づき実施する。
⑴　学科競技
　所要時間40分で、安全な運転の方法に関する必要な知識取得状況について、正誤方式に
より試験する。
　出題数は50問とし、試験内容は、関係法令、走行に関する装置の構造および取扱いの方
法、荷役に関する装置の構造および取扱いの方法、運転に必要な力学について行なう。

⑵　点検競技
　安全な仕事をするための「作業開始前点検」を主体として、フォークリフトにあらかじ
め設定した不具合箇所を発見、報告する方法とし、点検要領の適切性について審査する。
制限時間は５分とする。
　使用車両は、最大荷重2.5トン（トルコン式ディーゼル車）カウンターバランス型とする。

⑶　運転競技
　安全かつ正確に運転・荷役することを主体として、安全衛生法の順守基本操作技術につ
いて審査し、とくに安全を無視した運転方法に対しては厳しく減点する。
　標準所要時間５分で、競技用コースを走行、および荷の積卸しを行なう。（５分経過後
は、５秒以内毎に５点減点する）
　使用車両は、最大荷重2.5トン（トルコン式ディーゼル車）カウンターバランス型とする。

10　競技の配点
配点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１，０００点（満点）
　ア．学科競技・・・・・・・・・・・・・・・・　３００点
　イ．点検競技・・・・・・・・・・・・・・・・　１００点
　ウ．運転競技・・・・・・・・・・・・・・・・　６００点

11　順位の決定
　総合得点（満点１，０００点）の高い者をもって上位とするが、同点の場合は、まず運転競
技の成績の良い者を上位とする。さらに、運転も同点の場合には点検の良い者とし、なおかつ
同点の場合には運転競技の所要時間の短い者を上位とする。

全国大会への推薦

兵庫県からの参加選手のうち、当該大会において入賞の有無にかかわらず最優秀の成績を
修められた１名を平成21年９月27日（日）に埼玉県深谷市（埼玉県トラック総合教育セン
ター）で開催される「第24回全国フォークリフト運転競技大会」に兵庫県支部代表選手と
して推薦いたします。
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◎　フォークリフト運転技能講習会（31時間講習）

※　最大荷重１トン以上のフォークリフトの運転（道交法による道路上を走行させる運転を

　　除く）の業務には、都道府県労働局長の登録教習機関で技能講習を修了した方でなけれ

　　ば就業できません。

１．講習日時・会場

２．受 講 料

３．申込要領

（１）　陸運労災害防止協会兵庫県支部へ定員枠の空き状況を電話で確認し、必ず予約受

　　　付を行ってから次の①～④を現金書留で下記申込先に郵送して下さい。

①　受講申込書（Ａ４サイズにコピーして使用して下さい）

②　証明写真２枚（サイズ縦3.5㎝、横2.5㎝）

　　※　合格された場合の修了証に使用しますので、サイズは正確に切って下さい。

　　　　２枚のうち１枚は、①の受講申込書に貼り付けて下さい。

③　本籍地を証明できる書類

　　※　住民票の写し等（運転免許証に本籍地が記載されている場合は、免許証のコピー

　　　　でも可）

講 習 会 の お 知 ら せ

８時45分受付
学
　  

科

講 習 日 平成21年６月４日（木）　９時～

会 場 （社）兵庫県トラック協会
　神戸市灘区大石東町２丁目４－27
※受講者の為の駐車場はありません。
　（公共交通機関を利用して下さい）

実
　
　
　
技

講 習 日 平成21年６月７日（日）　８時～
　　　　６月13日（土）　８時～
　　　　６月14日（日）　８時～

会 場 神戸港湾教育訓練協会
　神戸市中央区港島８－11－３　※駐車場：有

７時45分受付

受  講  資  格

普通自動車運転免許を
有し、満18歳以上の方。

合　　計

３３，６００円
内消費税５％
　　 1，600円

３５，０００円
内消費税５％
　　 1，666円

テキスト代

陸災防兵庫
県支部負担

１，４００円
内消費税５％
　　　 ６６円

受  講  料

３３，６００円
内消費税５％
　　 1，600円

３３，６００円
内消費税５％
　　 1，600円

兵ト協
会　員

非会員
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至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園

神戸市環境局
灘事業所

兵庫県
トラック協会

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

スーパーマルナカ

パチンコ屋

阪神新在家駅

ダイハツ

バイク屋

灘
郵
便
局

スーパートーホー

学 科 会 場
㈳兵庫県トラック協会
神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号
ＴＥＬ（０７８）８８２－５５５６

実 技 会 場
神 戸 港 湾 教 育 訓 練 協 会

神戸市中央区港島８－１１－３

阪急三宮

ＪＲ三宮

中公園

神戸港

神　戸　港

ポ　ー　ト ア　イ　ラ　ン　ド

港島トンネル

北埠頭

中埠頭

南公園

ガソリン
スタンド

ポートライナー南公園駅
下車南東約800ｍ
（徒歩15分）

神戸港湾教育訓練協会
（実技会場）

イ
ズ
ミ
ヤ

公
園

至
明
石
方
面

至
大
阪
方
面

至
神
戸
空
港至神戸空港

市民病院前

市民広場

先端医療センター前

ポートライナー三宮

ＩＫＥＡ

④　受講料

　　（申込先）

　　※　持参される場合の受付時間は、10時～16時（12時～13時は除く）。

（２）　納入された受講料は、受講票を発行した以後は、一切返金できません。

　　　受講票は、講習会初日の約５日前程度に所属事業場宛てに郵送いたします。

（３）　予約受付及び申込書受付期間

　　　平成21年５月11日（月）～平成21年５月27日（水）

　　　ただし、期間にかかわらず定員（50名）に達ししだい締め切ります。

４．修　了　証

法定の講習時間を受講し、学科実技共、修了試験に合格した方には修了証を交付いたし

ます。

４日のうち１日でも欠席の場合は不合格となります。

５．持　参　品

学科講習日：受講票・筆記具（えんぴつ・消しゴム）

実技講習日：受講票・ヘルメット・安全靴・作業服（長そで：運転の際は長そでで行い

　　　　　　ます）・カッパ（雨天の場合でも実施致します）

〒657－0043　神戸市灘区大石東町２丁目4－27  兵庫県トラック協会内
陸運労災防止協会兵庫県支部
電 話（078）８８２－５５５６



㊞
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◎　はい作業主任者技能講習会

※　「はい」とは、荷の保管、仮置、検数、薫蒸などを行うために倉庫、上屋または土場に

　　積み重ねられた荷（小麦、大豆、鉱石等のばら物を除く）の集団をいう。

　　高さが２メートル以上の「はい」作業（荷役機械の運転者のみによって行われるものを

　　除く）を行っている事業場では労働安全衛生法第14条によるはい作業主任者の資格を取

　　得させ、そのうちから「はい作業主任者」を選任して作業をしなければなりません。

１．講習日時・会場　注：当日は８時45分より受け付けします。

２．受 講 料

３．受講資格

　「はい」付け又は「はい」くずしの作業に３年以上従事した経験を有する方。

４．申込要領

（１）　陸運労災害防止協会兵庫県支部へ定員枠の空き状況を電話で確認し、必ず予約受

　　　付を行ってから次の①～④を現金書留で下記申込先に郵送して下さい。

①　受講申込書（Ａ４サイズにコピーして使用して下さい）

②　証明写真２枚（サイズ縦3.5㎝、横2.5㎝）

　　※　合格された場合の修了証に使用しますので、サイズは正確に切って下さい。

　　　　２枚の内うち１枚は、①の受講申込書に貼り付けて下さい。

③　本籍地を証明できる書類

　　※　住民票の写し等（運転免許証に本籍地が記載されている場合は、免許証のコピー

　　　　でも可）

④　受講料

　　（申込先）

〒657－0043　神戸市灘区大石東町２丁目4－27  兵庫県トラック協会内
陸運労災防止協会兵庫県支部
電 話（078）８８２－５５５６

※　持参される場合の受付時間は、10時～16時（12時～13時は除く）。

講習日時
１日目 平成21年６月24日（水）　９時～17時

講習会場

（社）兵庫県トラック協会

　神戸市灘区大石東町２丁目４－27

※受講者の為の駐車場はありません。

２日目 平成21年６月25日（木）　９時～18時

兵ト協会員

受  講  料

６，５００円
（内消費税５％　309円）

テキスト代

陸災防兵庫県支部負担

合　　計

６，５００円
（内消費税５％　309円）

非　会　員 ６，５００円
（内消費税５％　309円）

１，５００円
（内消費税５％　71円）

８，０００円
（内消費税５％　380円）
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至灘 ＪＲ西日本
ＪＲ六甲道駅

至住吉

至神戸 国道２号線

国道43号線

至大阪

至大石 至石屋川

至神戸 至大阪

メイン六甲ロータリー

ウェルブ六甲道2番街

銀行

歩道橋
銀行

関西
スーパー

六甲道
南公園

神戸市環境局
灘事業所

兵庫県
トラック協会

※利用交通機関
　ＪＲ六甲道駅から徒歩約10分
　阪神新在家駅から徒歩約５分

大石東第２住宅
シルバーハイツ
大　石　東

灘
区役所

グランド六甲
（ボウリング）

ベルコ
シティ
ホール

たばこ 公園

公園

阪神電鉄

烏帽子中学校

マンション

スーパーマルナカ

パチンコ屋

阪神新在家駅

ダイハツ

バイク屋

灘
郵
便
局

スーパートーホー

はい作業主任者技能講習会場
㈳兵庫県トラック協会
神戸市灘区大石東町２丁目４番２７号
ＴＥＬ（０７８）８８２－５５５６

きれいな空気を大切に…

アイドリング・ストップ宣言
（社）兵庫県トラック協会

OFFOFFOFFOFF

（２）　納入された受講料は、受講票を発行した以後は、一切返金できません。

　　　受講票は、講習会初日の約５日前程度に所属事業場宛てに郵送いたします。

（３）　予約受付及び申込書受付期間

　　　平成21年５月18日（月）～平成21年６月12日（金）

　　　ただし、期間にかかわらず定員（100名）に達ししだい締め切ります。

５．修　了　証

　法定の講習時間を受講し、修了試験に合格した方には修了証を交付いたします。

　２日のうち１日でも欠席の場合は不合格となります。

６．持　参　品

　受講票・筆記具（えんぴつ・消しゴム）
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平
  成
  2
1 
 年
  度
  技
  能
  講
  習
  会
  実
  施
  計
  画
  表

平
成
21
年
４
月
　
現
在

3
3
,6
0
0
円

（
32
,0
00
円
）

（
消
費
税
5％
　
1,
60
0円
）

別
途

テ
キ

ス
ト

代
1
,4
0
0
円

（
1,
33
4円
）

（
消
費
税
5％
　
66
円
）

※
兵
ト
協
会
員
は
、

　
テ
キ
ス
ト
代
無
料

第
２
回

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

運
転
技
能
講
習
会

（
31
時
間
講
習
）

１
日
目

２
日
目

３
日
目

４
日
目

平
成
21
年
９
月
３
日（
木
）

平
成
21
年
９
月
６
日（
日
）

平
成
21
年
９
月
12
日（
土
）

平
成
21
年
９
月
13
日（
日
）

学
科

実
技

（
社
）兵
庫
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
研
修
セ
ン
タ
ー

神
戸
港
湾
教
育
訓
練
協
会

関
係
法
令
・
力
学
・
荷
役
に
関
す
る
知
識

学
科
試
験

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
走
行
の
操
作

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
荷
役
の
操
作

実
技
試
験

50
名

平
成
21
年

８
月
３
日（
月
）～
26
日（
水
）迄

（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

※
必
ず
電
話
に
よ
る
定
員
枠
の
確
認
を

　
し
、
予
約
の
上
、
申
込
書
を
送
付
し

　
て
下
さ
い
。

第
３
回

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

運
転
技
能
講
習
会

（
31
時
間
講
習
）

１
日
目

２
日
目

３
日
目

４
日
目

平
成
21
年
11
月
５
日（
木
）

平
成
21
年
11
月
８
日（
日
）

平
成
21
年
11
月
14
日（
土
）

平
成
21
年
11
月
15
日（
日
）

学
科

実
技

（
社
）兵
庫
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
研
修
セ
ン
タ
ー

神
戸
港
湾
教
育
訓
練
協
会

関
係
法
令
・
力
学
・
荷
役
に
関
す
る
知
識

学
科
試
験

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
走
行
の
操
作

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
荷
役
の
操
作

実
技
試
験

50
名

平
成
21
年

10
月
５
日（
月
）～
28
日（
水
）迄

（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

※
必
ず
電
話
に
よ
る
定
員
枠
の
確
認
を

　
し
、
予
約
の
上
、
申
込
書
を
送
付
し

　
て
下
さ
い
。

第
４
回

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

運
転
技
能
講
習
会

（
31
時
間
講
習
）

１
日
目

２
日
目

３
日
目

４
日
目

平
成
22
年
３
月
４
日（
木
）

平
成
22
年
３
月
６
日（
土
）

平
成
22
年
３
月
13
日（
土
）

平
成
22
年
３
月
14
日（
日
）

学
科

実
技

（
社
）兵
庫
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
研
修
セ
ン
タ
ー

神
戸
港
湾
教
育
訓
練
協
会

関
係
法
令
・
力
学
・
荷
役
に
関
す
る
知
識

学
科
試
験

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
走
行
の
操
作

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
荷
役
の
操
作

実
技
試
験

50
名

平
成
22
年

２
月
１
日（
月
）～
24
日（
水
）迄

（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

※
必
ず
電
話
に
よ
る
定
員
枠
の
確
認
を

　
し
、
予
約
の
上
、
申
込
書
を
送
付
し

　
て
下
さ
い
。

第
１
回

は
い
作
業
主
任
者

技
能
講
習
会

１
日
目

２
日
目

平
成
21
年
６
月
24
日（
水
）

平
成
21
年
６
月
25
日（
木
）

学
科
（
社
）兵
庫
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
研
修
セ
ン
タ
ー

は
い
に
関
す
る
知
識
・
機
械
荷
役

関
係
法
令
・
人
力
荷
役

学
科
試
験

10
0名

平
成
21
年
５
月
18
日（
月
）～

６
月
12
日（
金
）迄

（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

※
必
ず
電
話
に
よ
る
定
員
枠
の
確
認
を

　
し
、
予
約
の
上
、
申
込
書
を
送
付
し

　
て
下
さ
い
。

6
,5
0
0
円

（
6,
19
1円
）

（
消
費
税
5％
30
9円
）

別
途

テ
キ

ス
ト

代
1
,5
0
0
円

（
1,
42
9円
）

（
消
費
税
5％
71
円
）

※
兵
ト
協
会
員
は
、

　
テ
キ
ス
ト
代
無
料

第
２
回

は
い
作
業
主
任
者

技
能
講
習
会

１
日
目

２
日
目

平
成
22
年
１
月
20
日（
水
）

平
成
22
年
１
月
21
日（
木
）

学
科
（
社
）兵
庫
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
研
修
セ
ン
タ
ー

は
い
に
関
す
る
知
識
・
機
械
荷
役

関
係
法
令
・
人
力
荷
役

学
科
試
験

10
0名

平
成
21
年
12
月
14
日（
月
）～

平
成
22
年
１
月
８
日（
金
）迄

（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

※
必
ず
電
話
に
よ
る
定
員
枠
の
確
認
を

　
し
、
予
約
の
上
、
申
込
書
を
送
付
し

　
て
下
さ
い
。

講
　
　
習
　
　
名

講
　
　
　
習
　
　
　
日

講
　
　
習
　
　
会
　
　
場

講
　
　
習
　
　
科
　
　
目

定
員

受
講（
予
約
）申
込
受
付
期
間

受
　
講
　
料

登
　

録
　

技
　

能
　

講
　

習
陸
上
貨
物
運
送
事
業
労
働
災
害
防
止
協
会
兵
庫
県
支
部

第
１
回

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

運
転
技
能
講
習
会

（
３１
時
間
講
習
）

１
日
目

２
日
目

３
日
目

４
日
目

平
成
21
年
６
月
４
日（
木
）

平
成
21
年
６
月
７
日（
日
）

平
成
21
年
６
月
13
日（
土
）

平
成
21
年
６
月
14
日（
日
）

学
科

実
技

（
社
）兵
庫
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
研
修
セ
ン
タ
ー

神
戸
港
湾
教
育
訓
練
協
会

関
係
法
令
・
力
学
・
荷
役
に
関
す
る
知
識

学
科
試
験

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
走
行
の
操
作

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
荷
役
の
操
作

実
技
試
験

50
名

平
成
21
年

５
月
11
日（
月
）～
27
日（
水
）迄

（
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
）

※
必
ず
電
話
に
よ
る
定
員
枠
の
確
認
を

　
し
、
予
約
の
上
、
申
込
書
を
送
付
し

　
て
下
さ
い
。



４４

区　分

元売名

ローリー

平 均

（消費税抜き）

軽油「元売別」購入価格表（平成21年３月末現在）　　　　　　　　（単位：円／㍑）

７１．６６

７１．２５

７０．８１

７０．９７

６９．８０

７０．５５

７１．３８

７１．１５

７５．４９

７４．１３

組 合

平 均

７３．５０

７５．５０

７３．２０

７０．５０

７４．３８

７３．８８

カ ー ド

平 均

８８．６４

７６．８３

８３．７０

８０．００

７８．９０

８３．０５

８０．７６

８０．９０

スタンド

平 均

７６．８３

７８．００

７４．２５

９２．５０

７４．５０

８９．００

８２．４２

８１．０６

８３．０８

８７．７２

新 日 本

出 光

Ｊエナジー

コ ス モ

昭和シェル

モ ー ビ ル

エ ッ ソ

そ の 他

総 計

全国平均

近畿平均

21
／
２

調  査  な  し

区　分

集計月

ローリー

平 均

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円／㍑）

　　※前月分の価格データを集計しています。

１０８．９１

９５．１３

１２０．４０

１３１．７５

１４１．７８

１４２．３３

１３２．５８

１１９．０７

９７．７１

８６．８０

７７．６５

７３．００

７１．１５

１０７．５６

組 合

平 均

１１１．０３

９９．７０

１１７．１７

１３０．９４

１３７．３３

１４４．８１

１３９．５９

１２６．２２

１０９．９３

９０．９６

８２．０１

７５．９１

７３．８８

１１０．７３

カ ー ド

平 均

１１５．６６

１０１．２３

１２４．６０

１３６．５８

１４５．５４

１４９．６２

１４２．７２

１３２．７０

１１５．６３

１０２．８１

９１．２４

８５．５４

８３．０５

１１７．４６

スタンド

平 均

１１５．８６

１０４．１２

１２５．１０

１３９．０２

１４６．３８

１５１．４０

１４２．７２

１３０．８１

１１０．０９

９８．２９

８６．３３

８１．６４

８１．０６

１１６．３７

平成20年４月

平成20年５月

平成20年６月

平成20年７月

平成20年８月

平成20年９月

平成20年10月

平成20年11月

平成20年12月

平成21年１月

平成21年２月

平成21年３月

平成21年４月

年 間 平 均

兵ト協
調　べ

全ト協
調　べ

（消費税抜き）

燃 料 価 格 情 報

“軽油は兵庫県下で買いましょう”
（県からの補助金に大きく影響します）



４５

入  会  届

入会年月日 支部名 種別 会　社　名 代  表  者  名 主　た　る　連　絡　先

２１．４．１３ 西　播 利用
西 播 地 区 運 送
事 業 協 同 組 合 福 永 征 秀

〒670-0976
姫路市中地26番地の１

☎　079－298－8090
FAX　079－298－8131

    ４．１５
神　戸
中　央 一般

兵 庫 県 自 動 車
修理業・レッカー
事 業 協 同 組 合

辻 本 　 博

〒650-0045
神戸市中央区港島２－３－３

☎　078－303－5558
FAX　078－303－2522

    ４．２１ 東神戸
一般
利用 ㈱ 東 灘 カ ー ゴ 岸 　 浩 司

〒658-0025
神戸市東灘区魚崎南町３丁目12－28

☎　078－436－5444
FAX　078－436－5445

退  会  届

退会年月日 支部名 種別 会　社　名 代  表  者  名 備　　　　　　　考

２１．３．２６ 丹　有 利用 ㈲ 友 和 鈴 木 義 之 都合により

    ３．３１ 東神戸 一般
コ ベ ル コ
ビジネスサポート㈱

伊 藤 俊 紀 事業廃止

    ４．１ 兵　庫 一般 ㈱ 兼 久 田 中 久 嗣 都合により

    ４．１ 西　宮 一般 ア サ ヒ ロ ジ ㈱ 中 村 恭 三 兵庫県廃止

    ４．８ 東神戸
一般
利用

岩 本 運 送 ㈱ 岩 本 吉 記 事業廃止

    ４．２３ 淡　路 一般
松 井 流 通
エクスプレス㈲

松 井 伸 成 事業休止の為

変  更  届

届出年月日 会員名簿
ページ数 変更事項 （新）（旧）

２１．３．１９ P.123 代 表 者
高　井　隆　正

ツー・エス・エー物流企画㈱
立　脇　光　秀

    ３．２３ P.10 代 表 者
前　田　大　輔

前  進  テ  ッ  ク  ㈱
前　田　　　弘

    ３．２３ P.202 代 表 者
石　田　雄　士

㈲　大　同　商　会
石　田　新　平

    ３．２５ P.168 合 併 申 請 大阪ガスＬＰＧ㈱大阪ガスＬＰＧサービス㈱

    ３．２7 P.10 代 表 者
平　野　　　博

㈱　摂　津　清　運
金　子　文　雄

会 員 だ よ り



４６

かなしみ

年月日 支部名 氏　　　　　名 会　　　社　　　名

２１．３．１５ 東　部 出 口 　 操 様 出 口 運 輸 倉 庫 ㈱

    ３．１９ 西　播 岩 澤 澄 男 様 岩　澤　運　輸　㈱

    ４．１ P.44 代 表 者
明　智　令　朗

㈱ケービー物流阪神
岡　崎　不二夫

    ４．１ P.58 代 表 者
上　村　　　誠

ウ エ ム ラ 物 流 ㈱
上　村　國　秋

    ３．３１ P.174 代 表 者
井　奥　和　也

山陽デリバリーサービス㈱
土　師　可　能

    ３．３０ P.106 名 称 大　星　運　輸　㈱大　星　運　輸　㈲

２１．３．３０ P.94 代 表 者
服　部　　　博

㈱  倉  治  回  漕  店
福　本　聡　子

    ４．３ P.１ 住 所
（住居表示）

〒658-0048
神戸市東灘区御影郡家
　　　１丁目20－９－302

ア ビ ー ロ ー ド ㈱

神戸市東灘区御影町郡家
　　　字庄ノ元249－３－302

    ４．６ P.16 代 表 者
田　中　榮　子

㈱　福　富　運　送
田　中　宗　昭

    ４．７ P.174 代 表 者
本　田　明　道

㈱サンキュウ・トランスポート関西
豊　久　正　博

    ４．１０ 中　央 名称・住所
代 表 者

㈱　領　南　運　輸
〒651-1233
神戸市北区日の峰５丁目10－1－1－305

松　村　大　輔

㈱　西　神　興　産

神戸市北区日の峰３丁目25－９
内木場　正　之

    ４．１７ P.65 代 表 者
西　村　辰　雄

㈲　西　村　運　送
西　村　豊　春

ご協力ありがとうございました

交通遺児の募金を寄せられた会員

（平成21年３月24日現在）

Ｈ21・３・24 3,186円㈱ 三 陸

交通遺児募金の郵便振替口座
○口　座　番　号　　　　01 1 7 0−6−5 4 8 0 3
○口　　座　　名　　　　社団法人兵庫県トラック協会募金係



４７

月日

４・２
　　６

　　７

　　９
　　10

　　12
　　13
　　14
　　15

　　16
　　17

　　18
　　20
　　21
　　22

　　23

　　24

　　27
　　28

　　30

５・７
　　８

　　９
　　11
　　12

　　13

行　　事　　名

正・副会長会議
春の全国交通安全運動

春の全国交通安全運動査察

取扱部会「正副部会長・監事会議」
兵庫県危険物安全安心大会
安全性評価事業に係る事前説明会
天狼会・役員会
百貨店部会「全体会議」
自動車関係団体連絡会
食品部会『全体会議（期首を迎えて懇話会）』
但馬支部総会
税制問題小委員会
総務委員会
小学新入生下敷き等贈呈式、交通安全教室
近畿地区道路利用者会議定例会議
兵青協「新・旧合同役員会」
全国道路利用者会議・理事会
兵青協ＨＯＴ21（総会）
兵ト協　北播支部　通常総会
20年度交付金実施報告ヒアリング
平成20年度決算監事監査
全ト協「百貨店部会」
三木会
食品部会「正副部会長・監事合同会議」
全国専務理事業務連絡会議
食品部会「役員会」
中小トラック事業者構造改善支援事業説明会
神戸市危険物安全協会第１回理事会
路線部会総会
兵ト協　神戸中央支部　総会
ＫＴＳ正副会長会議
交付金運営委員会
中小トラック事業者構造改善支援事業説明会
兵ト協　淡路支部　通常総会
第２回「近畿トラック協会施策等検討会」

─ 5月の予定 ─

百貨店部会「正副部会長・監事合同会議」
正・副会長会議
常任理事会・総務委員会合同会議
兵ト協　丹有支部　総会
自動車関係団体連絡会
全ト協海コン部会正副部会長会議
安全性評価事業研修会
全ト協労働関係業務担当者会議
第１回青年部評議会新・旧合同評議員会（総会）
ダンプ部会第11回情報交換会

場  所

兵 ト 協

三田運送㈱本社
（三田市）

石見サービス㈱本社
（丹波市）

兵 ト 協
神戸ポートピア
ホ テ ル

新・都ホテル
兵 ト 協
兵 ト 協
自動車会館
マンダリン
パ レ ス

新温泉町
全 ト 協
兵 ト 協
山 の 手
小 学 校
シーサイドホテル
舞 子 ビ ラ

兵 ト 協
東 京 都 ・
霞ヶ関ビル
山 田 屋
神戸市中央区

三朝温泉
兵 庫 県
兵 ト 協
全 ト 協
兵 ト 協
兵 ト 協
全 ト 協
兵 ト 協
兵 ト 協
ホテル 北 野
プラザ六甲荘

有馬御苑
神 仙 閣
ク ラ ウ ン
プラザ神戸

兵 ト 協
西 部 研 修
セ ン タ ー
南 淡 路
ロイヤルホテル

大 ト 協

兵 ト 協
兵 ト 協
兵 ト 協
新丹波荘
自動車会館
品 川
プ リ ン ス

兵 ト 協
全 ト 協
ホテル北 野
プラザ六甲荘

兵 ト 協

月日

５・13

　　14
　　15

　　16
　　19

　　20
　　21

　　22

　　23
　　26
　　27
　　28

６・３
　　４
　　５
　　７

　　８
　　９

　　11
　　13
　　14
　　15
　　17
　　18

　　19
　　23

　　24
　　25

行　　事　　名

「神戸市防災会議」幹事会
大ト協海コン部会総会
取扱部会「役員会」
全ト協重量部会常任委員会
理事会
兵ト協　明石支部　総会
安全性評価事業研修会
全ト協引越部会総会
安全性評価事業研修会
全ト協・総務委員会
全ト協　第90回交付金運営中央委員会
兵ト協　東播支部　通常総会
兵ト協　兵庫支部　総会
重量・鉄鋼部会「正副部会長・監事合同役員会」
重量・鉄鋼部会「役員会」
全ト協タンクトラック部会総会
兵ト協　西播支部　総会
陸災防－本部　理事会・総代会
兵ト協　西宮支部　総会
兵ト協　東部支部　総会
兵ト協　西神戸支部　総会
兵ト協　東神戸支部　総会
第46回通常総会（決算）
全ト協海コン部会総会

─ 6月の予定 ─

百貨店部会「平成21年度定時総会」
フォークリフト運転技能講習会（学科）
第70回民事介入暴力対策兵庫大会
フォークリフト運転技能講習会（実技）
危険物安全週間
神戸市防災会議
運輸安全マネジメント及び下請荷主適正取引推進ガイド
全ト協鉄鋼部会第64回総会
陸災防近畿ブロック事務局連絡会議
フォークリフト運転技能講習会（実技）
フォークリフト運転技能講習会（実技）
第13回兵庫県貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会
全国支部事務局長・交通労災防止指導員合同会議
全国交通労災防止指導員会議
運輸安全マネジメント及び下請荷主
　適正取引推進ガイドライン研修会
取扱部会「平成21年度通常総会・見学会」予定
近ト協　正副会長会議
近ト協　理事会
はい作業主任者技能講習会
はい作業主任者技能講習会
全ト協　通常総会

場  所

神戸市役所１号館
1 4 Ｆ 大 会 議 室
ハ イア ット
リージェンシーオオサカ

兵 ト 協
全 ト 協
兵 ト 協
明石支部
西播支部
全 ト 協
和 田 山
ジュピターホール

全 ト 協
全 ト 協

第 一 楼
兵 ト 協
兵 ト 協
全 ト 協
西 部
研 修 会 館
ホテルパシフィック
東 京
ノ ボ テ ル
甲 子 園

アルカイック
ホ テ ル
オークラ神戸

未 定
ク ラ ウ ン
プラザ神戸
ポートピア
ホ テ ル

未定 ～4日
兵 ト 協
神 戸 文 化
ホ ー ル
（社）神戸港湾
教育訓練センター

神戸市役所１号館
1 4 Ｆ 大 会 議 室

兵 ト 協
ク ラ ウ ン
プラザ神戸
奈 良 県
（場所未定）
神戸港湾教育
訓練センター
神戸港湾教育
訓練センター
クレフィール
湖 東
メルパルク
東 京
メルパルク
東 京

西播支部

岐 阜 市
新 阪 急
ホ テ ル
新 阪 急
ホ テ ル

兵 ト 協
兵 ト 協

協  会  日  誌
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